
１．職員の任免に関する状況

（１）職員採用試験及び職員採用の状況

（２）職員の退職の状況

（３）部門別職員数の状況（各年4月1日現在） （単位：人）

（注）１．職員数は、一般職に属する職員数で、教育長を含みます。

　　　２．[　　　]内は、条例定数の合計です。

（４）職種別職員数の状況（各年4月1日現在） （単位：人）

－－ － － － － － －
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普通退職 分限免職

一般事務

－
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0 
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32 
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72 
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看護･保健職
（保健師）

福祉職
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－

1 

511 

企業職

28 16 

2 

その他 計死亡退職
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－

－
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男
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56人
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計
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－ －

0 

1 

0 

－

30 

71 

17 81 
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1人 6人

女 男 女 計

土木・建築技師

－

採用者数

5人

0人

4人 1人 5人

0人 0人 0人

合格者数
職種

その他 －

申込者数

－

94人

－

5人

－

－ －

対前年増減数

税務職

319 

312 

△ 7 

28 

0 

28 

平成１９年

△ 7 

0 

14 

3 

42 

103 

28 

0 

△ 8 

0 

△ 2 

368 

△ 3 

△ 3 

0 

0 

2 

△ 2 

退職者不補充、事務の統廃合による減

退職者不補充、事務の統廃合による減

農業土木業務充実による増

退職者不補充、事務の統廃合による減

国民健康保険、介護保険業務充実による増

計

501 
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（５）職員数の推移（各年4月1日現在）（単位：人）

（注）平成18年以前の数値は、旧木津町、旧加茂町及び旧山城町の数値の合計値です。

（６）年齢別職員構成の状況（平成20年4月1日現在）

（単位：人）

区分

1
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男
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1 18
職
員
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37 502
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17.9%
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20歳以下 21～25歳 26～30歳 31～35歳 36～40歳 41～45歳 46～50歳 51～55歳 56～60歳 61歳以上

構成比
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（７）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　木津川市は、平成１９年３月１２日に木津町、加茂町、山城町が合併して誕生した地方公共団体です。また国家的プロジェ

クトである「関西学術研究都市」の中核として発展し、少子高齢化社会が進むなかで、人口が大きく増加しているまちです。

　しかしながら現在の地方公共団体を取り巻く状況は、三位一体の改革による地方交付税の縮減や、地域経済の低迷による税

収の伸び悩みなど依然として厳しい状況にあります。このような中で複雑高度化していく行政需要に的確に対応し住民サービ

スの向上を図るため、行財政改革による行政の簡素化・合理化が求められています。

　本市においても合併以前の旧３町から定員適正化を図り、組織機構改革、事務事業の見直し、退職者不補充、職員の能力開

発などにより職員数の削減に努めるとともに、合併によるスケールメリットを活かすため合併協議において職員数を類似団体

の１割減を目標に取組んできました。結果、平成２０年４月には職員数が５０２名となり、平成１０年度以降の１０年間で１

２１名（１９．４％）の職員を削減し、当初の目標を上回る成果が得られました。

　引き続き職員の定員適正化に努めるとともに、団塊世代職員の大量退職による労働力の低下、人口増による行政需要の増加

に対応するため、将来の職員数の目標数値を定めた「定員適正化計画」を策定し、最少の職員数で最大の行政効果が得られる

よう事務事業の効率化と行財政のスリム化に努めるものとします。

ア．定員管理の数値目標

イ．定員管理の年次別数値目標（各年4月1日現在）

（注）１．計画期間は、平成21年～平成25年の5年間です。

　　　２．定員管理の職員数には、教育長を含みます。

２．職員の給与の状況

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１．職員手当には退職手当を含みません。

　　　２．給与費は当初予算に計上された額であり、給与改定分は含みません。
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　　　　　　　　　　区分
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１年目

平成20年

434

502
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5

74

1

508

増減

職員数

429

30名　増員

数値目標

普
通
会
計

一 般 行 政

教 育

小 計

職員数

増減

職員数 69

360

増減

職員数

合 計

増減

職員数

計画期間

増減

1,741,684千円

住民基本
台帳人口
（20.3.31現在）

歳出額 A

始期 終期

平成21年4月1日 平成26年3月31日

公営企業等会計

計画前年

区　分
職員数
Ａ 給料

432 人

１９年度

区　分

２０年度

期末・勤勉手当職員手当

218,896千円21,126,728千円

人件費 B
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311,281千円 6,509千円 758,736千円
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（３）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成20年4月1日現在）

【参考】国家公務員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況

（注）１．平均給料月額とは、各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　　２．平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当
　　　　　を合計したものです。なお、下段の数値は、国家公務員の平均給与月額が、時間外勤務手当等を含めずに公表
　　　　されているため、比較用に再計算した額です。
　　３．国家公務員の数値は、平成２０年国家公務員給与等実態調査によるもので、人事院から公式発表された数値の
　　　　み記載しています。

（４）職員の初任給の状況（平成20年4月1日現在）

（５）ラスパイレス指数の状況（各年度4月1日現在）

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
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43.8 歳

340,300 円

353,700 円

平均給料月額
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全職種
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福祉職
（保育士）

企業職
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国
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97.4

区　　分

一般行政職
178,800 円大学卒

高校卒

木津川市

396,693 円

380,311 円
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436,882 円

平均給与月額

353,700 円

349,547 円

418,005 円

平均給料月額 平均給与月額

317,700 円
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325,113 円 387,506 円

341,000 円

149,800 円

317,188 円

379,032 円

93.2

92.991.8

428,556 円

93.7
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－

１８年度

95.8

１７年度
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 町村平均

98.0

97.6

95.0

100.1

100.7

１６年度

94.7

93.0

91.9

旧木津町

旧加茂町

旧山城町

全地方公共団体平均

年度 １５年度

木津川市 － － －97.3

－

98.5
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－

１９年度

97.6

94.4
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（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年4月1日現在）

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の採用後の年数をいいます。

　　　採用前に民間企業などの経歴がある場合は、その期間が前歴換算され採用後の年数に加えられます。

（７）一般行政職の級別職員数の状況（平成20年4月1日現在）

（８）職員手当等の状況

　　

ア．期末・勤勉手当

1人当たり平均支給額（平成19年度決算）

（平成19年度支給割合） （平成19年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

3.0月分 1.45月分 3.0月分 1.45月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　　5％～15％ 　・役職加算　　　5％～20％

　・管理職加算    10％～14％ 　・管理職加算    10％～25％

（注）１人当たり平均支給額は、6月期及び12月期の支給合計額の平均額です。

　　

イ．退職手当（平成20年4月1日現在）

（注）１．本市の退職手当は、京都府市町村職員退職手当組合の規定によります。

　　　２．退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

勤　続　２　０　年

定年前早期退職特例措置（2～30％加算）

59.28月分

計

352,800 円

－　円

304,700 円

経験年数１０年 経験年数２０年

－　円

経験年数１５年

大　学　卒

高　校　卒

260,500 円

大　学　卒

―

退職手当の調整額（退職前60月の在職期間
の在級区分により調整額を加算）

131 人

42.0 %1.6 % 0.0 %

一　般　行　政　職

25,234千円

課　長
主　幹

119 人

230,200 円

定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

技　能　労　務　職

主　事 主　事

5 人

次　長

33.50月分

47.50月分

23.50月分

勤　続　３　５　年

―

0.0 %38.1 %

木津川市

1,794千円　

国

平成２０年
構成比

12 人

100.0 %14.4 %

0 人

高　校　卒

１級区　分

課長補佐
室長補佐

297,900 円

230,200 円 268,200 円

５級

268,200 円

６級

304,700 円

区　　　分

45 人

２級

－　円

0 人

３級 ４級

係　長
主　任

312 人

区分
国

自己都合 自己都合 勧奨・定年

木津川市

勧奨・定年

47.50月分

―

59.28月分

23.50月分 30.55月分

33.50月分

59.28月分

30.55月分

41.34月分

59.28月分

59.28月分

41.34月分

3.9 %

退職手当の調整額（退職前60月の在職期間
の在級区分により調整額を加算）

７級

公室長
部　長

9,249千円

職員数

標準的な
職務内容

その他の加算措置

１人あたり平均支給額

最　高　限　度　額

勤　続　２　５　年

59.28月分
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ウ．地域手当（平成20年4月1日現在）

（注）支給率については、１９年度５％、２０年度４％、２１年度３％となります。

エ．特殊勤務手当（平成20年4月1日現在）

オ．時間外勤務手当及び休日勤務手当（平成20年4月1日現在）

（注）職員１人当たり平均支給年額の算出にあたっては、支給対象とならない管理職員は除外しています。

職員１人あたり
平均支給年額

内容及び支給単価

時間外勤務手当

19年度 218,062千円 507千円
正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給
　
　　　　　　　 勤務日　　　　　　　 週休日
下記以外     時間単価×1.25倍　　　時間単価×1.35倍
22:00～5:00  時間単価×1.50倍　　　時間単価×1.60倍

18年度 227,670千円 508千円

19年度

休日勤務手当

祝日及び年末年始の休日において勤務した職員に支給

　
下記以外     時間単価×1.35倍
22:00～5:00  時間単価×1.60倍

18年度 1,962千円 4千円

3,701千円

3千円　

4.3％　

3種類　手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

感染症が発生し又は発生するおそれがある場合にお
いて、感染症患者等の救護、感染症菌の付着の危険
がある物件の処理作業、感染症菌を有する家畜等に
対する防疫作業処理作業に従事した場合

犬猫の死体処理作業に従事した場合

9千円

国の制度（支給率）

支給実績（平成19度決算） 104,807千円　

208千円　

支給対象地域 支給対象職員数

行旅病人の病院への収容作業に従事した場合及び行
旅死亡人の収容埋葬又は身元判明時において身元引
受人に遺体を引渡す作業に従事した場合

4% 501人

支給職員1人当たり平均支給年額（平成19年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成19年度）

手当名 年度 支給実績

行旅病人及び行旅死亡
人取扱作業従事手当

左記に対する支給単価

1回　500円

行旅病人
　　　　　1回　1,000円
行旅死亡人
　　　　　1体　5,000円

1匹　500円
※箱詰め状態のものは、
1匹　200円

全　　　職　　　種

68千円　

犬猫の死体処理取扱作
業従事手当

市全域

支給率

感染症防疫作業従事手
当

手当の名称

支給職員1人当たり平均支給年額（平成19年度決算）

主な支給対象職員

まち美化推進課職員
健康推進課職員

社会福祉課職員

全職員

3%

支給実績（平成19年度決算）

区　　　　　　　分
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カ．その他の手当（平成20年4月1日現在）

○配偶者　　13,000円

○扶養親族（配偶者を除く）　　

1人につき　6,500円

　※配偶者のいない職員の扶養親族

　　1人目は　11,000円

○満16歳の年度当初から満22歳の年度末までの子　

１人につき5,000円加算

○借家・借間居住者

　家賃の額が月額12,000円を超える場合

　　家賃の額に応じ月額11,000円～27,000円

○持家居住者

　新築・購入から5年間　月額2,500円

○自動車及び自転車等利用する職員

 2km未満 月額 　  0円

 2km以上 5km未満 月額 2,000円

 5km以上10km未満 月額 4,100円

10km以上15km未満 月額 6,500円

15km以上20km未満 月額 8,900円

20km以上25km未満 月額11,300円

25km以上30km未満 月額13,700円

30km以上35km未満 月額16,100円

35km以上40km未満 月額18,500円

40km以上45km未満 月額20,900円

45km以上50km未満 月額21,800円

50km以上55km未満 月額22,700円

55km以上60km未満 月額23,600円

60km以上 月額24,500円

○交通機関を利用する職員

６か月定期券等の額を一括支給

（月額換算55,000円を限度）

○課長級以上の管理職員に対して支給

　給料×支給割合＝支給額

部長級　14％　次長級　13％

課長級　11％　主幹級　10％

○宿日直勤務をした職員に支給

　勤務１回につき　4,200円

　※１回の勤務時間が5時間未満の場合は半額

支給実績

扶養手当

内容及び支給単価

通勤手当

住居手当 同

同

異
管理職
手　当

0千円―同
宿日直
手　当

手当名

233千円

支給職員１人当た
り平均支給年額

15,700千円

24,817千円

45,625千円

65,420千円―

国の制度
との異同

国の同制度
との相違点

0千円

556千円

57千円

162千円―

―

給料月額の特別
調整額として、
役 職 に 応 じ て
46,300 円 ～
139,300円を加算

同
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（９）特別職の報酬等の状況（平成20年4月1日現在）

　　　給　　　料　　　月　　　額

（平成19年度支給割合） 6月期　1.60月分　　12月期　1.75月分

（期末手当計算式）

市長等　((給料＋地域手当)＋(給料×0.2)＋役職加算額((給料＋地域手当)×0.15))×支給割合

教育長　上記計算式の下線部分が(給料＋扶養手当＋地域手当)となる

（平成19年度支給割合） 6月期　1.60月分　　12月期　1.75月分

（期末手当計算式）

　　　　(報酬＋役職加算額(報酬×0.15))×支給割合

（算定方式） （支給時期） （任期満了時退職手当額）

給料月額×5.30倍×在職年数 任期毎  18,656千円

　　〃　　3.15倍　　〃 　〃   9,198千円

　　〃　　2.70倍　　〃　　 　〃   7,128千円

　　〃　　2.70倍　　〃　　 　〃   7,128千円

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）

　（注）保育園、図書館など不規則な勤務に従事する職員については、勤務時間を週当たり40時間となるように勤務の

 　　　割り振りを行っています。

（２）時間外勤務及び休日勤務の状況（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

（注）算出にあたり管理職員は対象から除きます。

（３）年次有給休暇の取得状況（平成19年1月1日から平成19年12月31日）

（参考）平成18年における平均使用日数

―

380,000円

350,000円

470,000円

165時間

全対象職員数

71,078時間

総付与日数 総使用日数

市長

副市長

水道事業管理者

教育長

市長

8.3日

終了時刻

時間外・休日勤務総時間数

17:30

国

職員1人当たり年間平均時間

木津川市

10.3日

12:00～13:00

12.9日

有

平均使用日数

平均使用日数

27.9％

取得率

10.9日

期
末
手
当 議長

5,552日

週休日の振替制度休憩時間

退
職
手
当

副市長

民間

19,914日

副議長

議員

509人

開始時刻

8:30

1週間の勤務時間

40時間

水道事業管理者

市長

副市長

880,000円

730,000円

報
酬

区分

660,000円

660,000円

給
料

地
域
手
当

水道事業管理者

教育長

※　一般の職員の例に準じる。なお、扶養手当は教育長のみ対象。

議長

副議長

議員

全地方公共団体

11.3日

―

―

759,200円　（29,200円）

686,400円　（26,400円）

686,400円　（26,400円）

扶
養
手
当

通
勤
手
当

教育長

915,200円　（35,200円）

地域手当を含めた給料月額（うち地域手当の額）

市長

副市長

水道事業管理者

教育長
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（４）病気休暇の状況（平成20年4月1日現在）

（注）取得件数及び総取得日数については、平成19年1月1日から平成19年12月31日の期間です。

（５）特別休暇等の状況（平成20年4月1日現在）

（注）取得状況については、合併前の各町で制度が異なるため平成19年3月12日から平成19年12月31日の期間となります。

42 件 

11 件 

職員の現住居が災害により
滅失、損壊しその復旧作業に
あたる場合

必要と認められる期間

子の入学式、卒業式休暇

感染症の予防等による交通遮断
又は隔離による場合

２日以内で必要と認められる期間

連続する３日を超えない範囲内で必要と認められる期間

期間

必要と認められる期間

生後１年未満の子を養育する場合、１日２回、１回30分

3 件 

0 件 

0 件 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の負
傷・疾病に係る看護のため勤務しないことが相当であると認められ
る場合　１年において５日の範囲内の期間

必要と認められる期間

産前産後休暇

子の看護休暇

配偶者が出産する場合であってその出産予定日の８週間（多胎妊娠
の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経
過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小
学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の
養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合　５日の
範囲内で必要と認められる期間

0 件 

13 日 

取得件数

取得実績

0 件 

社会貢献活動のための休暇 １年に５日以内でその都度必要と認められる期間

10日以内で必要と認められる期間

分べんの予定日前８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）に
当たる日から、分べんの日後８週間目に当たる日までの期間の中で
職員が請求した期間

必要と認められる期間（義務教育に限る）

10 件 

７月から９月までの期間で、原則連続する３日の範囲の期間

2 件 

41 件 

80 件 

4 件 

平均使用日数  2.7日A

0 件 0 日 

90日を超えない範囲で、その療養に必
要と認められる期間（特定疾病につい
ては、180日を超えない範囲）

89 件 860 日 

総取得日数

2 件 

上記以外の負傷又は疾病

結婚休暇

配偶者の出産に伴う
子の養育休暇

夏季休暇

子の授業参観休暇

育児休暇

災害又は交通機関の
事故等による場合

配偶者の出産休暇

生理休暇

忌引休暇

法要休暇

半日の範囲内で必要と認められる期間（義務教育に限る）

必要と認められる期間

7日の範囲内の期間

死亡した者の続柄に応じて１日から１０日の範囲内で必要と認めら
れる期間

父母の追悼のための特別な行事（死亡後15年以内に行われるものに
限る）のため勤務しないことが相当と認められる場合　1日

0 件 

その療養に必要と認められる期間

必要と認められる期間

休暇の種類

公務上の負傷又は疾病

病気休暇の種類 期間

証人、鑑定人、参考人等
として、官公署等への出頭

結核性疾患
１年を超えない範囲で、その療養に必
要と認められる期間

選挙権その他公民
としての権利行使

骨髄液提供のための休暇

137 件 

16 件 

0 件 

0 件 

11 件 
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（６）介護休暇の状況（平成20年4月1日現在）

（注）介護休暇取得者数は、平成19年中に取得を開始した職員数です。

（７）育児休業の状況（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

４．職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分　（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

（注）分限処分とは、職員の非違責任を追求する制裁的な処分ではなく、あくまでも公務の能率を維持し、適正な運営を確保

　　　するために地方公務員法第２８条に基づき行う処分です。主に免職、降任、休職等の処分があります。

計 1人 

 

 

   

心身の故障の場合
（地公法28Ⅰ②、28Ⅱ①）

 
刑事事件に関し起訴された場合
（地公法28Ⅱ②）

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合
（地公法28Ⅰ④）

1人 

0人 

女性職員

職に必要な適格性を欠く場合
（地公法28Ⅰ③）

2 件

計

区分

2月を超え
3月以下

3月を超え
4月以下

4月を超え
5月以下

介　護　休　暇　の　期　間

1月以下
1月を超え
2月以下

1人 

区分
介護休暇
取得者数 祖父母配偶者

17人 

男性

男性職員

女性職員

育児休業
取得者数

区分
介護休暇
取得者数

降任
起訴休職

 

内精神疾患

 

 

 

降給

休職

病気休職

  

計

2 件

 

 

失職

 

 

 

   

  

 
地公法第16条の欠格条項に該当
するに至った場合
（地公法28Ⅳ）

免職

 

計

勤務実績が良くない場合
（地公法28Ⅰ①）

 

1人 

女性

  

前年度からの継続職員

育児休業
取得者数

  

 

 

17人 

区　　　分

男性職員 0人 

0人 

 

 

 

1人 

1人 

1人 

0人 

2 件

562日

部分休業
取得者数

0人 

96.2%

1.3%

   

 

562日

平成19年度
国家公務員
育 児 休 業
取　得　率

  

0日

 

  

2 件 

1人 

要　介　護　者　数　（職員との続柄別）

兄弟姉妹 孫

平成19年度中に取得可能となった職員

2人 

2人 

10人 

14人 

100.0%

10人 

10人 

0.0%

育児休業
取得率

子
配偶者
の父母

計

0人 

父母

（参考）
育児休業取
得平均日数

5月超え

72.2%

0人 0人 4人 

条例で定めた事由による場合
（地公法28Ⅲ）

部分休業
取得者数

 

育児休業
対象者数
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（２）懲戒処分　（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

 （注）懲戒処分とは、職員の服務上の義務違反に対して、任命権者が、公務員関係の秩序を維持するために、地方公務員法

　　　第29条に基づき行う制裁的処分で、免職、停職、減給及び戒告の４種類があります。

５．職員の服務の状況

（１）服務の根本基準

  　職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力で職務を遂行しなければなりません。職員が職務を遂行するに

あたり守るべき義務は、次のとおりです。

計   2 件2 件

内容

職員は、その職務遂行に当たり法令等に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなけ
ればなりません

職務命令等に従う義務
（地公法32）

信用失墜行為の禁止
（地公法33）

守秘義務
（地公法34）

 

 

計

2 件

減給

 

 
全体の奉仕者たるにふさわしく
ない非行のあった場合
（地公法29Ⅰ③）

  
職務上の義務に違反し、又は職
務を怠った場合
（地公法29Ⅰ②）

 

2 件

戒告停職

 

区分

  
法令に違反した場合
（地公法29Ⅰ①）

職務専念義務
（地公法35）

政治的行為の制限
（地公法36）

区　　　分 免職

 

 

 

職員は、争議行為等が禁止されています

職員は許可を受けなければ、営利企業等に従事することができません

職員は、その職の信用を傷つけまたは職全体の不名誉となるような行為をしてはなりませ
ん

職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません

職員は、法令上特別の定めがある場合を除くほか、勤務時間中全力で職務を遂行しなけれ
ばなりません

職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与するなどの政治的行為をしてはなりません

争議行為等の禁止
（地公法37）

営利企業等の従事制限
（地公法38）
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（２）職務に専念する義務の免除の状況（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

（注）件数については、合併前の各町で制度が異なるため平成19年3月12日から平成19年12月31日の期間となります。

地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合 1 件 

運転免許証を有する職員がその免許証の更新を行う場合

妊娠中の職員が、母子保健法第10条に規定する医師の保健指導又は同法第13条に規定
する健康診査を受ける場合

地方公務員法第55条第10項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合 0 件 

17 件 

3 件 

0 件 

財団法人京都府市町村職員厚生会の運営委員会等の会議に出席する場合

大学の通信教育による面接授業を受講する場合

0 件 

0 件 

0 件 

0 件 

55 件 

5 件 

特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を
行う場合

0 件 

0 件 

0 件 

0 件 

0 件 

医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の
軽減措置が必要と認められる場合

0 件 

0 件 

3 件 

研修を受ける場合

厚生に関する計画の実施に参加する場合

0 件 

件　　　数

0 件 

区　　　分

災害救助法、消防組織法、又は水防法により出動し、又は訓練に参加する場合

行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

職務遂行に直接関係のある資格免許を取得するための試験を受験する場合

国、他の地方公共団体又は他の公益団体が定める場合主催する講演会等の講師の場合

地方公務員法第49条の2の規定による不服申立て（審査請求又は異議申立て）をし、
及びその審理に出頭する場合

地方公務員法第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭
する場合

妊娠中及び出産後１年を経過しない職員が、医師又は助産師の指導により勤務時間短
縮の必要があるとされた場合

妊娠中の職員が、医師又は助産師の指導により休養又は補食の必要があるとされた場
合

結核性疾患及び有害な業務に起因する疾患に対する措置として勤務の軽減措置が必要
と認められる場合

京都府市町村職員共済組合が実施する制度を利用して人間ドックを受診する場合
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（３）職員の営利企業等従事許可の状況（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

６．職員の研修の状況

　職員の能力を開発し、公務能率を向上させ、よりよい市民サービスを提供するため、木津川市職員服務規程および木津川市

職員の研修に関する規程に基づき、さまざまな研修を行っています。

（１）職員研修の種類（平成20年4月1日現在）

○新規採用者研修

新規採用者を対象に市政の概要、職員の服務などの基礎的知識について研修

○一般職員研修

市政に関する一般的知識、公務員倫理などの基礎的知識について研修

○監督者研修

係長・課長補佐級以上の職員を対象に監督者としての必要な知識について研修

○管理職研修

管理職員を対象に市政の方針に関すること及び管理職としての必要な知識について研修

○実務研修

職務を遂行するうえに必要となる専門的知識などについて研修

○特別研修

広く一般教養としての知識などについて研修

○派遣研修

必要に応じて、実務研修のため国又は他の地方公共団体に職員を派遣

○職場研修

職場ごとに管理職及び監督者が、その職務に必要な知識などの向上のため常時行う研修

（２）職員研修の実施状況（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

回数 日数 参加者数

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の役員、顧問、評議員
及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合

2 日 2 人 

1 人 

「非木造家屋評価初級研修」 京都府市町村振興協会 1 回 

「今こそ改革！『私が変わる/職場を変える』」 京都府市町村振興協会 1 回 2 日 

2 日 

「人事評価制度の導入と運用」 京都府市町村振興協会 1 回 2 日 

2 日 

「最短で実現する行政経営力の向上」 京都府市町村振興協会

3 人 

2 人 

税務担当職員初任者研修 京都府市町村振興協会 1 回 

1 回 1 日 

1 人 

2 人 

京都府市町村振興協会 1 回 

11 日 

「条例・規則の読み方・作り方」 京都府市町村振興協会 1 回 2 日 

2 日 

1 人 

1 人 

協同型ゼミナール「団塊の世代の地域づくり」 京都府 11 回 

1 日 

1 人 

2 人 

災害対策研修「図上訓練・広報ｺｰｽ」 京都府 1 回 3 日 

市町村職員防災基本研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 京都府 1 回 

157 人 

1 人 

53 人 

課長研修 京都府市町村振興協会 1 回 2 日 

意識改革研修 木津川市 1 回 

1 人 

監督者研修 新任係長研修 京都府市町村振興協会 1 回 

木津川市 4 回 2 日 

一般職員研修
木津川市 2 回 28 人 

2 日 1 人 

208 人 4 回 4 日 

3 日 

1 日 

1 回 ５年目職員研修 京都府市町村振興協会

研修区分 研修名 実施機関

件　　　数

0 件 

0 件 

0 件 報酬を得て事業又は事務に従事する場合（統計調査等）

自ら営利を目的とする場合

メンタルヘルス研修

接遇研修

「条例・規則の読み方・作り方（実践編)」
実務研修

区　　　分

管理職研修

情報公開等職員研修 木津川市
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７．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）健康診断の状況

  　職員の健康管理のため、毎年、健康診断等を実施しています。平成19年度の実施状況は、次のとおりです。

（２）公務災害等の状況

  　公務上又は通勤途上の災害により負傷等した場合には、地方公務員災害補償基金から一定の補償が行われます。平成19年

度の発生状況は、次のとおりです。

（３） 共済制度の状況

　共済制度とは、社会保障の一環として、職員やその家族の生活の安定と福祉の向上を図る相互救済の制度です。共済制度

の概要は次のとおりで、必要な費用は職員の掛金と構成団体の負担金で賄われています。

ア．機関名：京都府市町村職員共済組合

イ．共済制度概要

○短期給付事業　

病気・ケガ・出産・死亡・休業・災害に対して、必要な給付を行う。

○長期事業　

退職・障害・死亡に対して、年金又は一時金の給付を行う。

○福祉事業　

健康診断などの健康の保持増進事業、貯金事業、貸付事業などを行う。

実務研修

63 回 84 日 1,055 人 合　　　　　計

235 人 

330 人 

普通救命講習（AED） 木津川市 10 回 10 日 

人権学習研修 木津川市 4 回 4 日 

龍谷大学 1 回 2 日 

「工事検査の具体的な進め方」 日本経営協会

消防庁

全国自治体政策研究交流会 総務省

1 回 

3 人 

1 回 

2 人 

5 人 

2 日 

2 日 

1 日 

1 人 

1 回 2 日 

1 日 

1 人 

2 人 

「即効！問題解決への処方せん」 京都府市町村振興協会 1 回 2 日 

災害対策ｾﾐﾅｰｉｎ神戸 神戸市 1 回 

1 日 

2 人 

1 人 

「手話研修」 京都府市町村振興協会 1 回 5 日 

「納得と行動へ導く交渉・折衝『術』」 京都府市町村振興協会 1 回 

2 日 

2 人 

1 人 

「健康な職場をつくるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ･ｹｱ」 京都府市町村振興協会 1 回 2 日 

「木造家屋評価研修」 京都府市町村振興協会 1 回 

2 日 

1 人 

2 人 

「実践・危機管理」 京都府市町村振興協会 1 回 1 日 

「やる気と可能性を引き出すｺｰﾁﾝｸﾞ」 京都府市町村振興協会 1 回 

1 人 

1 人 

市町村監査委員研修会 京都府市町村振興協会 1 回 1 日 

「ｴｸｾﾙ（応用編）」 京都府市町村振興協会 2 回 

6 件  

100.0 %  

56 人  100.0 %  

24 人  

56 人  

24 人  

0 件  

死亡

　巡回健診 92.7 %  

受診率

95.3 %  

182 人  

受診者対象者

328 人  

486 人  

304 人  

　人間ドック

0 件  

100.0 %  182 人  

通勤災害認定件数

特殊検診

脳ドック

公務災害認定件数

定期健康診断 510 人  

健康診断の種類

危機管理・防災「ﾄｯﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」

特別研修

地域協同教育ﾄﾗｲｱﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

0 件  

傷病
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（４）福利厚生の状況

　地方公共団体は、地方公務員法第42条により、職員の福利厚生の計画を樹立し、実施することが義務付けられており、木

津川市では、7市10町1村18一部事務組合で構成されている、財団法人京都府市町村職員厚生会に加入し、福利厚生事業を

行なっています。

　　主な、事業は以下のとおりで、構成団体の職員の掛金と構成団体の負担金で賄われています。

ア．財団法人京都府市町村職員厚生会の主な事業内容（平成20年4月1日現在）

　　○元気回復事業

　　　総合スポーツ大会などの開催、カフェテリアプラン事業、生活設計支援事業、会員家族交流事業　など

　　○給付事業

　　　結婚祝金、子育祝金、健康回復助成金、人間ドック利用助成金、入院・在宅療養見舞金、死亡弔慰金　など

　○物資事業・退職互助事業

　　商品購入立替制度、医療給付金事業、退職者会の活動　など

イ．掛金・負担金の割合（平成19年度決算）

８．公平委員会の状況

（１）公平委員会の概要

　　　公平委員会は、地方公務員法第7条第2項の規定により設置されており、その権限は同法第8条第2項において定められて

　　います。主な内容は次のとおりです。

　　　○職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置を審査・判定し、必要な措置を執ること。

　　　○職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。

　　　○職員の苦情を処理すること。

（２）公平委員会の業務の状況

ア．勤務条件に関する措置の要求の状況（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

イ．不利益処分に関する不服申立ての状況（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

ウ．苦情の処理の状況（平成19年4月1日から平成20年3月31日）

（職員1人あたり） 49千円 49千円

（負担割合） 1

京都府市町村職員厚生会

1

25,036千円 25,036千円

前年度から
の継続件数

措置要求件数 終結件数
翌年度への
継続件数

0 件  0 件  0 件  0 件  

措置要求件数 終結件数
翌年度への
継続件数

0 件  

処理件数

0 件  0 件  0 件  0 件  

掛金 負担金

前年度から
の継続件数
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